
 

国際日本文化研究センターの研究教育職員以外の職員の勤務時間の記録にかかる申合せ 

 

令和元（２０１９）年７月１０日  

所 長 裁 定  

 

（目的） 

第１ この申合せは、労働安全衛生法の改正を受け、国際日本文化研究センター（以下「セ

ンター」という。）の研究教育職員以外の職員の勤務時間の記録にかかる事項を定める。 

 

（対象者） 

第２ この申合せの対象者（以下「対象者」という。）は以下に掲げる者とする。 

（１）事務職員 

（２）技術職員 

（３）事務補佐員 

（４）技術補佐員 

 

（出勤簿の省略） 

第３ 対象者の勤務時間の記録は、大学共同利用機関法人人間文化研究機構職員の勤務時

間及び休暇等の手続きに関する細則第１６条の規定に基づき、勤怠管理システムにて行う

ものとする。 

 

（その他） 

第４ この申合せに定めるもののほか、対象者の勤務時間の記録に関する必要な事項は、所

長が定める。 

 

附 則 

この申合せは、令和２（２０２０）年１月１日から適用する。 

 


